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の し ろ 市 議 会 だ よ り 　

必
要
に
応
じ
て
抽
出
し
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
論

点
や
争
点
を
明
確
に
し
て
討
議
す
る
ほ
か
、
優

先
課
題
に
つ
い
て
意
見
を
出
し
合
い
、
合
意
形

成
に
努
め
ま
す
。
今
後
そ
の
方
法
な
ど
に
つ
い

て
、
具
体
的
な
仕
組
み
づ
く
り
を
進
め
て
い
き

ま
す
。（
第
10
条
）

●
政
策
立
案
機
能
の
強
化
に
努
め
、
必
要
に
応
じ
て

政
策
を
立
案
し
ま
す
。

　

政
策
立
案
機
能
の
強
化
を
図
り
、
必
要
に
応

じ
て
政
策
を
立
案
し
ま
す
。
市
長
等
に
提
言
し
、

実
際
の
予
算
や
施
策
に
結
び
つ
け
る
よ
う
努
め

ま
す
。（
第
16
条
）

●
条
例
の
目
的
が
達
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
検
証

し
ま
す
。

　

議
会
は
こ
の
条
例
の
目
的
が
達
成
さ
れ
て
い

る
か
に
つ
い
て
検
証
を
行
い
、
見
直
し
が
必
要

な
場
合
は
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
き
ま
す
。

（
第
23
条
）

募
集
期
間

11
月
10
日
（
水
曜
日
）
ま
で

意
見
を
提
出
で
き
る
方

・
能
代
市
に
在
住
、
在
勤
、
在
学
す
る
方

・
能
代
市
に
事
務
所
ま
た
は
事
業
所
を
有
す
る
個

人
や
団
体

・
そ
の
他
利
害
関
係
が
あ
る
個
人
や
団
体

閲
覧
場
所

市
役
所
本
庁
舎
１
階
市
民
交
流
ス
ペ
ー
ス
・
３
階

議
会
事
務
局
・
二
ツ
井
町
庁
舎
１
階
市
民
フ
ロ

ア
・
各
地
域
セ
ン
タ
ー
・
富
根
出
張
所
の
ほ
か
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
除
き
、
閲
覧
で
き
る
時
間

は
い
ず
れ
も
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
午
前
８
時
30

分
～
午
後
５
時
15
分
ま
で
。

提
出
方
法
に
つ
い
て

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
閲
覧
場
所
に
備
付
け
の

意
見
用
紙
に
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
性
別
、
電
話

番
号
を
記
入
の
上
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ

り
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
電
話
や
口
頭
で
の
意
見

は
、
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
。
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意
見
の
取
扱
い
な
ど

提
出
さ
れ
た
意
見
は
、
内
容
を
整
理
し
、
条
例
の

議
決
後
に
市
議
会
の
考
え
方
を
付
し
て
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
公
表
し
ま
す
。

住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
性
別
、
電
話
番
号
等
は
公

表
し
ま
せ
ん
。

提
出
さ
れ
た
意
見
に
個
別
の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
。

能
代
市
議
会
基
本
条
例
（
案
）

確
認
方
法
・
意
見
提
出
の
方
法
に
つ
い
て

議
会
基
本
条
例
Ｑ
＆
Ａ

議会基本条例策定特別委員会の様子

能代市議会基本条例
パブリックコメント
ページ

質
　
議
会
基
本
条
例
と
は
。

答　

議
会
活
動
の
基
本
理
念
や
議
会
・
議
員
の
活
動

原
則
、
議
会
運
営
の
基
本
的
事
項
な
ど
を
明
確

に
し
て
定
め
た
も
の
で
す
。

質
　
な
ぜ
条
例
を
制
定
す
る
の
か
。

答　

議
会
及
び
議
員
が
守
る
べ
き
基
本
的
事
項
を
定

め
、
議
会
の
機
能
強
化
を
図
り
、
市
民
の
負
託

に
的
確
に
応
え
る
こ
と
を
目
指
す
た
め
条
例
を

制
定
し
ま
す
。

質
　
条
例
が
制
定
さ
れ
る
と
ど
う
な
る
の
か
。

答　

議
会
及
び
議
員
が
定
め
ら
れ
た
活
動
原
則
に
基

づ
い
て
活
動
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今
ま
で
以
上

に
市
民
福
祉
の
向
上
や
市
政
の
発
展
に
寄
与
す

る
こ
と
が
期
待
で
き
ま
す
。


